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もえぎ野小学校PTA

◆青葉警察署

■青葉土木事務所

※青葉警察署からいただいた資料より一部抜粋して掲載しています

校外委員会

〈スクールゾーン対策協議会要望書提出〉

登校班班長の皆さまからいただきましたスクールゾーン内の問題点について、校外委員で現地を確認・検討し、

要望事項をまとめ、７月に各関係機関に要望書を提出いたしました。

例年であれば、青葉区役所、青葉土木事務所、青葉警察署、各町内会、地域の皆様をお招きしてスクール

ゾーンにおける子どもたちの安全について話し合いを行う「スクールゾーン対策協議会」を開催するのですが、今年

度については、新型コロナウイルス感染症対策のため、会議開催は中止とし、要望書のみ提出というかたちに至

りました。

提出した要望につきましては一覧をご覧ください。 回答については、各機関からの回答がそろい次第共有しま

す。

校外だより No.１

〈開門時間 について〉

もえぎ野小学校では、原則として８：００〜８：２０が開門時間です。

開門前に登校すると子どもたちが車道に広がって危険であり、歩道を通る近隣の方にもご迷惑に

なっています。８：００前に門を開けることは防犯上できません。

ご家庭でもお子さんにお話いただき、登校班の集合時間を目安に登校してください。

日頃より校外委員会の活動にご理解いただきありがとうございます。

子どもたちの安全の為、引き続き地区パトロール、ポイント立ち・旗振り等、よろしくお願いします。

神奈川県内では、平成26年から平成30年までの5年間で、

歩行中に交通事故にあわれた方の年齢は、

7歳 (小学1,2年） が最も多く

その原因のほとんどは、飛び出しによるものです。

●道路を横断するときは、左右の確認をしましょう。

●横断するときは、特に左から進行してきた車に注意しましょう。

●走行車両の直前直後の横断は大変危険です。近くに横断歩道がある場合は横断歩道を利用しましょう。

●外出時には反射材を身に付けましょう。

〈地区パトロール、ポイント立ち、旗振りなど当番について〉

今年度のパトロール日程表について、昨年度の班長会議の際に親班長さんに資料として配布されておりまし

たが、今年度は急な休校期間及び夏休みの日程の変更に伴い、急遽、パトロール日程の改訂・変更を行いま

した。それに伴い、急なスケジュール変更および当番の組換えにご協力いただいた班長様・班員の皆様、ご理

解とご協力をいただきありがとうございました。

引き続き改訂版の日程にてパトロール当番を回します。よろしくお願いします。

番号 要望場所 要望件名

1 もえぎ野9,10,13 Ｔ字路
横断歩道の表示が薄くなっている為補

修の依頼

2 もえぎ野４,5,1　Ｔ字路
横断歩道の表示が薄くなっている為補

修の依頼

3
もえぎ野8,9,13,15の交差点（もえぎ

野幼稚園下）

横断歩道の表示が薄くなっている為補

修の依頼

4 もえぎ野小学校前
横断歩道の表示が薄くなっている為補

修の依頼

5 柿の木台３０,17,18のＴ字路
一時停止の表示が薄くなっている為補

修依頼

6 柿の木台30,16,17,13の交差点
一時停止の表示が薄くなっている為補

修依頼

7 柿の木台交差点
横断歩道の路面表示が薄くなっている

為補修依頼

8 藤が丘１丁目13-36と14-1の間
横断歩道の表示が薄くなっている為補

修依頼

9
文書センター西側　柿の木台

30,16,17,13の交差点

一時停止の表示が薄くなっている為補

修依頼

10 もえぎ野10と11の間
スピード違反の取締りとスクールゾーン

パトロール強化

11 もえぎ野２３
スピード違反の取締りとスクールゾーン

パトロール強化

番号 要望場所 要望件名

1 藤が丘第３駐車場前道路（路側）
白線及びスクールゾーンの緑線が消え

ている為塗装依頼

2 もえぎ野１０と１１の間 カラー舗装の塗装依頼

3 もえぎ野２３ カラー舗装の塗装依頼

4

柿の木台５，１２，１９，２８，

２７，２６に面したバス道理り沿いの

歩道

街路樹の根上がりで歩道が凹凸してい

る箇所があり危険な為補修の依頼

5 ロイヤルヒルズゴルフクラブ南側
ゴルフ場のわきの雑草が生い茂っている

ので、草木の手入れ依頼

●左記のような安全施設などのハード整備だけでなく、ソフト面での対策も必要です。

・歩道ぎりぎりで待たない

・車止めのポールに寄りかからない

・歩道上の切り株に乗らない

・道路の横断や自転車の乗り方について

など、各ご家庭でもお子様に繰り返しお話しくださいますようお願いします。

●子どもたちに危険が及ぶような路上駐車や不審者の情報などは、早急に青葉警察署へ通報してください。

青葉警察署 045-972-0110

●側溝や歩道用横断防止柵などが著しく破損している場合は直接土木事務所までお問合せください。

行政・地域の方々は、子どもたちの安全を温かく見守り、日々スクールゾーンの安全を考え、対策を行ってくれて

います。皆で子どもたちの安全を守りましょう！

令和２年度スクールゾーン対策協議会 要望


